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第 4 章 空家等対策に関する取組・施策 
 
 

１ ＜基本方針１＞空家等の予防と適正管理 ～つくらない・増やさない～ 

 

(１)所有者等への周知・啓発 

ア 所有者等の責務について 

所有者等は、所有又は管理する建築物及び敷地等を適切に維持管理する責任がありま

す。さらに、それらが空家等となる前に、空家等の問題点や放置することによる周囲への

影響等について知ることが大切です。こうした所有者等の責務が正しく認識されるように

働きかけます。 

空家発生の予防策が意識されるよう促すために、空家等の対処方法や必要な手続きにつ

いて周知します。 

 

イ 意識啓発のための情報発信 

空家等に関する正しい情報を共有するために、所有者等及び区民に対して、区の広報や

ホームページ、パンフレット等を利用し、建築物及び敷地等について適切な管理が必要で

あることを周知します。 

区が主体的に発信する情報以外にも、東京都や他団体が実施する空家等に関する相談会

やセミナー、イベント等についても、積極的に周知します。 

 

 

(２)福祉部門との連携強化と寄り添い型支援 

ア 早い段階からの働きかけ 

65 歳以上の高齢者単身世帯数は増加傾向にあります。高齢単身者が入院や施設入所等を

すると、住んでいた家が空家となる可能性は高いといえます。 

また、入院等により自力での問題解決が困難となってから、区へ問い合わせや相談をし

ても、空家等の管理などを十分に行うことは難しくなります。 

今後は、区が早い段階から、所有者等及び区民、特に高齢者には積極的に働きかけ、所

有者等とともに、家をまもるための課題解決に取り組みます。 
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イ 福祉所管と連携した積極的な寄り添い型支援 

高齢者単身世帯に対する早い段階からのアプローチは、福祉所管及び民生委員・児童委

員、地域コミュニティの組織や、地域で日常的に見守り活動をしている区民等との連携・

協力が必要です。 

住まいに関する多岐にわたる相談に対応するためには、一人一人に寄り添い信頼関係を

築くことが大切です。空家等になる可能性の高い建築物や空家等の所有者等に対する出張

相談など、積極的な支援を行います。 

 

ウ 煩雑な手続きへの支援 

空家等となる前や空家等となってすぐの早い段階からの寄り添い型支援を通して、空家

等の発生未然防止に関する働きかけを行い、必要に応じて、成年後見制度の活用等の支

援、相続や登記に関する情報等を提供し、その重要性についても周知していきます。 

高齢者には、賃貸又は売却に関する手続き等は煩雑で困難に感じられることがあるた

め、各種手続きや書類等の作成について効率的な対処ができるよう、関係所管との情報共

有と手続きの支援を行います。 

 

 

(３)既存住宅の性能向上・改修支援 

居住している段階から、住宅の耐震化やバリアフリー化、省エネルギー化など適切な管理・

リフォームを行い、住宅としての質の向上を図り維持することが、空家発生の予防にもつなが

ります。そのため、耐震化助成や接道部緑化助成等の各種助成制度や事業等の利用促進、周知

を進めます。 

区の取組に加え、国や東京都の支援制度等の情報を収集し、相談内容に応じて紹介します。 

 

 

(４)適切な管理の支援 

管理されない空家等は利活用できない状態となり、空家状態の長期化の要因となります。

空家等の適切な管理が行われることにより、近隣への影響も少なく、良質な既存建築物とし

て流通することが期待されます。 

適切な管理を促すため、専門事業者や NPO 法人等による空家管理サービス制度の紹介な

ど、所有者等が取り組む空家管理に対する支援策を検討します。 
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２ ＜基本方針２＞空家等の利活用 ～つなげる・支える～ 

 

(１)目黒区らしい利活用に関する検討 

空家等は、単に個人の資産であるだけでなく、地域の社会資産でもあると考えます。様々

な用途で空家等を利活用することにより、不動産流通が促進され、まちの魅力を高めること

が可能となります。 

人の交流や賑わいを生み、地域が活性化するような利活用の検討や、地域の良好な住環境

を維持しながら、目黒区らしいまちづくりにつながる空家等の魅力的な利活用のあり方を検

討します。 

 

 

(２)改修に際しての安全性の啓発 

築年数の経過した空家等は耐震性等の安全性が危惧されます。法的手続きを必要としない

改修・リフォームのみで利活用する場合、事業者等は、建築物の安全性が確保されるよう、

十分に配慮することが必要です。区は建築の専門家との連携により、安全性を担保する仕組

みについて検討するとともに、事業者等への意識啓発を行います。 

目黒区らしい、まちの魅力を高める利活用を実施しようとする団体等に対しては、情報提

供等に努め、安全性を確保した空家等利活用の支援策を検討します。 

 

 

(３)公共的利活用に対する支援 

ア 公共的利活用による地域貢献策の検討 

地域の社会的な資産と捉えることもできる空家等は、地域交流、子育て支援、高齢者福

祉等、住民福祉の向上や地域に貢献する公共的利活用が期待されます。 

区における公共的利活用は、必要に応じて分野ごとに各関係所管が事業を検討します。

民間団体や NPO 法人等による空家等の公共的利活用が進むよう、国や東京都等で実施する

支援策の紹介や、相談体制などについて検討し、取組につなげます。 

 

イ 公共的利活用事例の収集・周知 

他自治体等における空家等の公共的利活用事例を、方法や経緯、内容、課題などについ

て情報収集・分析し、まちの魅力を高める利活用につなげていきます。 
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(４)立地条件の悪い空家等の活用支援 

敷地形状や接道状況が悪いことから、建替えや利活用が難しい場合、近隣と協力した共同

建替えや買取りなどの解決策の支援、また建築物の老朽化が著しく進んでいる場合には、空

家等を除却し跡地活用することへの支援等を行います。 

木造住宅密集地域整備事業※１や東京都の木密地域不燃化 10 年プロジェクト※２の対象地

域については、制度を利用した空家等の跡地活用を支援します。 

 

※１「木造住宅密集地域整備事業」とは 

古くなった建築物の建替えや、道路の拡幅、公園や広場等の整備など、安全で快適な

街への整備を進めていく事業。 

目黒区では、目黒本町五丁目地区と目黒本町六丁目・原町地区の２地区で木造住宅密

集地域整備事業によるまちづくりを行っている(本計画策定時)。 

 

※２「東京都の木密地域不燃化 10 年プロジェクト」とは 

首都直下地震の切迫性や東日本大震災の発生を踏まえ、木造住宅密集地域の改善を加

速するため、東京都が不燃化特区(不燃化推進特定整備地区)を指定し、区と連携して燃え

広がらない・燃えないまちづくりを進める制度。目黒区内では、原町一丁目・洗足一丁

目地区と目黒本町五丁目地区の２地区が不燃化特区に指定され、不燃化の促進を図って

いる(本計画策定時)。 
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３ ＜基本方針３＞空家等の除却 ～減らす・なくす～ 

 

(１)状態の悪い管理不全空家等への対応 

管理不全空家等が、著しく危険な状態であったり、衛生上問題がある状態であるなど、周

辺の生活環境に悪影響を与える場合は、区の関係所管が所有者等に対して、除却、修繕、立

木竹の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう助言・支援

を行い、自発的な問題解決を働きかけます。状況によりやむを得ない場合は、区で対応でき

る範囲で、通行時等に注意を促す表示や立入禁止表示の設置など、速やかに必要最低限の安

全措置を行います。 

 

ア 現地調査 

当該空家等の状態や周辺の生活環境へ悪影響を与えている状況を把握するため、現地調

査等を行います。 

 

イ 所有者等への連絡 

所有者等に連絡をとり、当該空家等の現状を伝えるとともに、所有者等の事情や意向等

の把握に努めます。所有者等には、このまま放置すると特措法に基づく対応が継続してい

くことを伝え、自主的な対応を促します。また、所有者等が社会的責任を有する旨を伝

え、適切な管理を促します。 

特措法においては、所有者等が空家等の適切な管理について第一義的な責任を有するこ

とが前提となっています。区は所有者等に対し、特定空家等と判断されると、固定資産税

等の住宅用地特例が適用されなくなることなどについて説明し、自主的な対応及び改善を

繰り返し促します。 

 

ウ 区の関係所管の連携 

状態の悪い管理不全空家等の状況に応じて、区の関係所管が互いに連携し、所有者等の

把握など必要な調査を行い、各関係所管の法令に基づく行政指導を行います。 
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(２)特定空家等への対応 

特措法に基づく空家等対策のうち、特措法第 14 条各項において、区長が特定空家等に対

して講ずることができる措置が規定されています。特措法第 14 条第 14 項の規定に基づ

く、「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針」(以下、「ガ

イドライン」という。)を踏まえ、以下の流れで対応し、措置を実施します。 

ア 特措法における特定空家等の判断(特措法第２条第２項) 

特定空家等は、特措法の空家等のうち、特措法第２条第２項及びガイドラインで示すと

おり、以下の状態にあると認められる空家等と定義されています。また、特定空家等に該

当するか否かを判断する基準は、ガイドラインに定める基準を基本とします。（P.63 参照） 

《 (参考)特定空家等の定義 》 

・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

特定空家等の判断をする際には、空家等をそのまま放置した場合に周辺への悪影響が社

会通念上許容される範囲を超えるか否か、また、もたらされる危険等について切迫性が高

いか否か等について、区長が目黒区空家等対策審議会へ諮問し、その調査・審議結果の答

申を踏まえ、総合的に特定空家等の判断を行います。 

イ 助言又は指導(特措法第 14条第１項) 

区長は、所有者等に対して、当該特定空家等に関し、周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとるよう、内容及びその事由を明確に示して、助言又は指導をすることが

できます。 

ウ 立入調査の実施(特措法第９条第２項、第３項、第４項) 

区長は、当該特定空家等に対して区が措置を行う上で必要な限度において、当該職員又

はその委託した者に、空家等と認められる場所に立ち入って、詳細を調査させることがで

きます。(特措法第９条第２項) 

当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするとき

は、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知します。ただし、当該所有

者等に対し通知することが困難であるときは、この限りではありません。(特措法第９条第

３項) 

また、空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示します。(特措法第９条第４項) 
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エ 勧告(特措法第 14条第２項) 

区長が助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと

認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、相当の猶予期限を付けて、必要な措置をと

ることを勧告することができます。 

勧告を行う場合、区長は、当該特定空家等の所有者等に対し、当該勧告に係る措置の内容

及びその事由を明確に示すとともに、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった

場合に命令を行う可能性があること、地方税法の規定に基づき当該特定空家等に係る敷地に

ついて固定資産税等の住宅用地特例※の対象から除外されること、所有者等は、勧告に係る

措置を実施した場合は遅滞なく区に報告すべきであること等を示します。また、速やかに都

税事務所に情報提供を行います。 

※「固定資産税等の住宅用地特例」とは 

住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けら

れています。住宅用地の特例措置を適用した額は、住宅用地の区分、固定資産税及び都

市計画税に応じて下表のとおり算出されます。 

■ 固定資産税及び都市計画税の住宅用地特例(平成 30年１月１日現在) 

住宅用地の区分 住宅用地区分の範囲 
特例内容 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 

面積が 200 ㎡以下の住宅用地 

(200 ㎡を超える場合は、１戸当たり

200 ㎡までの部分) 

価格×１／６ 価格×１／３ 

一般住宅用地 
所在する家屋の総床面積の 10 倍以内 

かつ、小規模住宅用地以外の住宅用地 
価格×１／３ 価格×２／３ 

 

オ 命令の事前通知及び公開による意見の聴取(特措法第 14条第４項～第７項) 

所有者等が勧告に従わなかった場合、区長は命令を行うことができますが、命令に先立

って、措置を命じようとする者又はその代理人に対し、命じようとする措置の内容やその

事由を明確に示すとともに、意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、

その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機

会を与えます。(特措法第 14 条第４項) 

当該通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、区長に対し、意

見書の提出に代えて、公開による意見の聴取を行うことを請求することができます。(特措

法第 14 条第５項) 

区長は、命令に係る通知の交付を受けた者から、上記の意見の聴取の請求があった場合

は、当該措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取

を行います。(特措法第 14 条第６項) 

区長は、意見の聴取を行う場合は、当該措置を命じようとする者又はその代理人に対

し、意見聴取の期日の３日前までに、命じようとする措置、意見の聴取の期日及び場所を

通知するとともに、これを公告します。(特措法第 14 条第７項) 
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カ 命令(特措法第 14条第３項) 

区長は、勧告を受けた者が正当な理由なく、その勧告に係る措置をとらなかった場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その

勧告に係る措置をとることを命じることができます。 

事前の通知に示した意見書の提出期限までに意見書の提出がなかった場合、事前の通知

書の交付を受けた日から５日以内に意見聴取の請求がなかった場合、意見聴取の請求があ

った場合において請求した者が出頭しなかった場合、意見の提出又は意見聴取を経てもな

お当該命令措置が不当でないと認められた場合、当該措置を命令することとします。 

命令においては、当該処分につき不服申立てをすることができる旨、不服申立てをすべ

き行政庁、不服申立てをすることができる期間について示します。 

キ 標識の設置、その旨の公示(特措法第 14条第 11項・第 12項) 

区長は、命令をした場合は、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止する観点か

ら、特定空家等に標識を設置し、命令が出ている旨を公示します。 

この場合、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはなりま

せん。 

ク 行政代執行(特措法第 14条第９項、行政代執行法第２条・第３条) 

区長は、必要な措置を命じた場合は、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しない

とき、履行しても十分でないとき又は履行してもその期限までに完了する見込みがないと

きは、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行うことができます。(特措法第 14

条第９項・行政代執行法第 2 条) 

なお、代執行を行う場合には、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされな

いときは、代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告します。(行政代執行法第 3 条) 

ケ 所有者等が確知できない場合(略式代執行)(特措法第 14条第 10項) 

必要な措置を命じようとする場合は、過失がなくその措置を命ぜられるべき者を確知す

ることができないとき(過失がなく助言もしくは指導又は勧告が行われるべき者を確知する

ことができないため命令を行うことができないときを含む)は、区長は、その者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又はその命じた者もしくは委任した者に行わせることができ

ます。 

コ 事前の公告(特措法第 14条第 10項) 

略式代執行を行う場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその

期限までにその措置を行わないときは、区長又はその命じた者もしくは委任した者がその

措置を行うべき旨をあらかじめ公告します。 
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①略式代執行を行うことができる要

件の確認 

コ 事前の公告 
     【第 14 条第 10 項】 

ウ 

立
入
調
査
の
実
施 

【
第
９
条
】 

ア 特定空家等の判断【特措法第２条第２項】 

■ 特措法における「特定空家等に対する措置」の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①助言又は指導の実施 

②助言又は指導の実施後の対応 

イ 助言又は指導【第 14 条第１項】 

①勧告の実施 

②関係所管(税務、その他)への情報提供 

③勧告に従い措置が実施された場合の対応 

④勧告に従わなかった場合の対応 

⑤所有者等が変わった場合の対応 

①措置を命じようとする者への事前の通知  

②公開による所有者等からの意見の聴取 

 

オ 命令の事前通知及び公開による 
 意見の聴取【第 14 条第４項～第７項】 

①命令の実施 ②標識の設置、その他国土交

通省令・総務省令で定める方法による公示 

③命令に従い措置が実施された場合の対応 

④過料の手続き 

 

カ 命令【第 14 条第３項】 

キ 標識の設置、その旨の公示 
  【第 14 条第 11 項・第 12 項】 

①実体的要件の明確化 ②文書による戒告 

③代執行令書による通知 ④執行責任者証の

携帯及び提示 ⑤代執行の対象となる特定

空家等の中の動産の取扱い ⑥費用の徴収 

ク 行政代執行 
【第 14 条第９項・行政代執行法】 

①略式代執行の対象となる特定空家

等の中の動産の取扱い 

②費用の徴収 

ケ 略式代執行 
  【第 14 条第 10 項】 

状態の悪い管理不全空家等への対応 

(現地調査、所有者等の把握・連絡、状況の把握等) 

特定空家等と判断された場合 

目黒区空家等対策審議会へ諮問 審議 答申 総合的に判断 

相当の期間 

相当の猶予期限 

所
有
者
等
が
確
知
で
き
な
い
場
合 

相当の猶予期限 

改善 確
知
で
き
た
所
有
者
等
に
措
置
を

講
ず
る
権
原
が
な
い
場
合 

エ 勧告【第 14 条第２項】 

 

相当の履行期限 
相当の期限 

※以下、条項は特措法 


